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各
種
健
康
診
査
が
始
ま
り
ま
す

　
光
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
40
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者
を
対
象
に
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し

た
健
康
診
査
と
保
健
指
導
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
健
診
の
目
的
は
、
自
分
の
健
康

状
態
を
把
握
し
、
生
活
習
慣
病
の
予
防

や
解
消
を
目
指
す
も
の
で
、
毎
年
実
施

す
る
こ
と
が
効
果
的
で
す
。

　
特
定
健
康
診
査
で
一
定
の
基
準
を
超

え
た
人
に
は
、
保
健
師
や
管
理
栄
養
士

な
ど
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
が
行
わ
れ

ま
す
。
特
定
健
康
診
査
や
特
定
保
健
指

導
を
受
け
、
日
常
生
活
を
見
直
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

　　
対
象
者
に
は
、
５
月
末
に
特
定
健
康

診
査
の
受
診
券
を
郵
送
し
ま
す
。
６
月

か
ら
９
月
ま
で
の
期
間
に
、
下
欄
記
載

の
実
施
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

い
。
ま
た
健
診
結
果
は
、
実
施
医
療
機
関

か
ら
通
知
さ
れ
ま
す
。

■
受
診
期
間
と
自
己
負
担
金

　
受
診
期
間
は
６
月
１
日
〜
９
月
30
日
で

自
己
負
担
金
は
１
０
０
０
円

■
特
定
保
健
指
導
　

　
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
人
に

は
、
特
定
保
健
指
導
の
利
用
券
を
送
付
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他
　

　
65
歳
以
上
の
人
は
、
特
定
健
康
診
査
に
併

せ
て
介
護
保
険
に
よ
る
生
活
機
能
評
価
が
実

施
さ
れ
ま
す
。
３
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
民
課
保
険
年
金
係
　   

０
８
３
３(

７
２)

１
４
０
０

健
康
増
進
課
健
康
増
進
係

０
８
３
３(

７
４)

３
０
０
７

市
民
課
高
齢
者
医
療
係   

０
８
３
３(

７
２)

１
４
０
０

■
健
康
診
査
の
内
容
　

　
全
員
が
受
診
す
る
基
本
項
目
（
問
診
、

検
尿
、
血
液
検
査
な
ど
）
と
一
定
の
条
件

に
該
当
し
、
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
場

合
の
み
実
施
す
る
詳
細
項
目
（
貧
血
検

査
、
心
電
図
検
査
な
ど
）
が
あ
り
ま
す
。

■
対
象
者
と
受
診
券
の
送
付
時
期
　

　
平
成
21
年
４
月
１
日
に
光
市
国
民
健
康

保
険
の
加
入
者
で
、
今
年
度
40
歳
か
ら
74

歳
ま
で
の
人
（
昭
和
10
年
４
月
１
日
生
ま

れ
か
ら
昭
和
45
年
３
月
31
日
生
ま
れ
ま
で

の
人
）
に
、
５
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
病
院
に
６
か
月
以
上
入
院
し
て
い
る
人

や
妊
産
婦
な
ど
一
部
対
象
外
に
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

■
受
診
方
法
と
健
診
結
果
　

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
特
定
健

康
診
査
の
受
診
券
を
下
欄
記
載
の
実
施
医

療
機
関
に
持
参
し
、
受
診
し
て
く
だ
さ

国
民
健
康
保
険
制
度
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
受
診
を
お
願
い
し
ま
す

　
年
度
途
中
に
光
市
国
民
健
康
保
険
へ

加
入
し
た
人
な
ど
特
定
健
康
診
査
の
対

象
外
と
な
る
人
は
、
ヘ
ル
ス
チ
ェ
ッ
ク

（
健
康
診
査
）
を
３
月
末
ま
で
受
診
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
者
は
、
保

険
年
金
係
ま
た
は
大
和
支
所
住
民
福
祉

課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

　
光
市
国
保
加
入
者
で
30
歳
か
ら
39
歳

ま
で
の
人
。
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
特

定
健
診
の
対
象
外
の
人

■
健
診
項
目
、
負
担
金
、
医
療
機
関

　
特
定
健
康
診
査
と
同
じ

◎
健
診
結
果
は
、
医
療
機
関
か
ら
通
知

　
さ
れ
ま
す
。

◎
自
己
負
担
金
を
２
０
０
０
円
か
ら

　
１
０
０
０
円
に
引
き
下
げ
ま
し
た
。

昨
年
度
か
ら
の
変
更
点

市
川
医
院
、
市
山
医
院
、
い
の
う
え
内

科
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
牛
島
診
療
所
、
梅
田

病
院
、
兼
清
外
科
、
河
村
循
環
器
神
経

内
科
、
河
内
山
医
院
、
近
藤
整
形
外

科
、
五
嶋
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
新
日
本

製
鐵

光
鋼
管
部
診
療
所
、
た
け
な
か

医
院
、
多
田
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
田
中
医

院
、
田
村
医
院
、
佃
医
院
、
光
総
合
病

院
、
光
中
央
病
院
、
光
内
科
消
化
器

科
、
平
岡
医
院
、
広
田
医
院
、
松
村
医

院
、
み
ち
が
み
病
院
、
光
武
医
院
、
守

友
医
院
、
や
ま
て
小
児
科
ア
レ
ル
ギ
ー

科
、
大
和
総
合
病
院
、
吉
村
医
院

ヘ
ル
ス
チ
ェ
ッ
ク
を

　
　
　
　
　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

◎
特
定
健
康
診
査
の
問
合
せ

◎
特
定
保
健
指
導
の
問
合
せ

◎
長
寿
医
療
制
度
の
健
康
診
査
の
問
合
せ

実
施
医
療
機
関
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山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で

は
、
長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
を
対
象

に
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。
（
実
施
医

療
機
関
は
特
定
健
康
診
査
と
同
じ
）

　
健
康
診
査
は
、
生
活
習
慣
病
の
早
期
発

見
に
よ
り
、
適
切
に
医
療
に
つ
な
げ
て
い

く
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
年
１
回
は
受
診
し
、
自
己
の
健
康
状
態

を
常
時
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
制

度
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

健
康
診
査
の
受
診
を
お
願
い

し
ま
す

■
健
康
診
査
の
内
容
　

　
問
診
、
身
体
計
測
、
打
聴
診
、
血
圧
測

定
、
血
液
検
査
、
尿
検
査
、
貧
血
検
査

■
対
象
者
と
受
診
券
の
送
付
時
期

　
３
月
31
日
現
在
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
に
、
５
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。

　
ま
た
、
年
度
途
中
に
被
保
険
者
に
な
る

人
に
随
時
送
付
し
ま
す
。

■
受
診
期
間
と
自
己
負
担
金
　

　
受
診
期
間
は
６
月
１
日
〜
９
月
30
日
で

自
己
負
担
金
は
５
０
０
円

■
受
診
に
必
要
な
も
の
　

　
健
康
診
査
受
診
券
、
質
問
票
、
被
保
険

者
証
を
健
診
機
関
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
前
年
度
の
健
康
診
査
の
結
果
を
お
持

ち
の
人
は
、
健
康
診
査
結
果
通
知
表
も
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

生活機能評価を実施します
介護予防のための

　介護が必要な状態になることを防ぎ、いつまでも自分らし
く自立した生活を送るためには、健康管理や生活管理の意識
を高めることが大切です。市では65歳以上（要介護・要支援認
定者を除く）の人を対象に、6月から平成22年3月までの期間、
介護予防健診として「生活機能評価」を無料で実施します。　
「生活機能評価」とは、心身機能の低下をチェックし、寝た
きり等の原因となる生活機能低下を早期に把握し、介護や支援
が必要な状態を予防する健診です。

□対象者　
　平成21年3月31日時点で満65歳以上（昭和19年4月1日以前
生まれ）で、光市介護保険の第１号被保険者に該当し、要介
護・要支援認定を受けていない人
□健診内容
　①基本チェックリスト（25項目の問診）
　②生活機能チェック（問診、診察、身体計測、血圧測定）
　③生活機能検査（①と②の結果、生活機能低下の恐れがあ
　　る場合に血液検査、心電図検査等を実施）
　健診の結果、運動機能や口腔機能の低下、低栄養状態など
生活機能の低下が心配され、今後、介護や支援が必要になる
可能性が高い人に、市が介護予防サービスを提供します。
□受診方法　
　ご加入の健康保険制度によって異なりますので、下記を参
照してください。

　
　対象の人は、特定健診や健康診査の受診券に表示していま
す。表示のある人は、特定健診または健康診査と一緒に受診
してください。

　6月上旬に郵送する基本チェックリストを記入し、その結
果生活機能低下の恐れがある場合は、受診券と問診票を発行
しますので、2頁下欄記載の実施医療機関で生活機能評価を
受けてください。生活機能低下の恐れがない場合は、基本
チェックリストのみで生活機能評価は終わりです。

◎生活機能評価の問合せ
　社会福祉課高齢福祉係 0833(74)3001
◎介護予防サービスの問合せ
　地域包括支援センター 0833(74)3002　

●国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者

●上記以外の人（被用者保険加入者など）

受
診
な
ど
に
つ
い
て

　
受
診
し
た
健
診
機
関
で
、
結
果
説
明

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
健
康
診
査
に
併
せ
て
介
護
保
険
に
よ

る
生
活
機
能
評
価
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
左
欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
生
活
習
慣
病
で
既
に
治
療
中
の
人

は
、
健
診
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


